
■四ツ谷のげんばから■ 
「親父の借金なんて知らないよ…」 

とある地域包括支援センターの職員さんからお電話をいただきました。 

・ Ａさん（６０歳代）のもとに、先日（６月）、父親のＢさんの債権者であるというＸ社か

ら債権回収の手紙が届きました。Ｂさんが、生前、Ｘ社からお金を借りていたところ、

１月に亡くなったことから、相続人であるＡさんに請求がされたようです。 

・ Ａさんは、Ｂさんとは絶縁状態で、亡くなったことを知ったのは、葬式が終了した２月

頃でした。 

・ Ａさんの話を聞いた職員さんは、「ＡさんがＸ社に支払わずにすむようにするには、相続

放棄をする必要がある」と思いました。しかし、亡くなってからしばらく経った今でも

相続放棄ができるか分からず、法テラスのホットラインを利用しました。 

ご連絡いただいた職員さんのおっしゃるとおり、相続放棄をする必要があります。 

この相続放棄の申述は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時（＝

相続が開始されたことと自分が相続人であることを知った時）から３か月以内に行う必要が

あります。 

そうすると、Ａさんが相続の開始を知ったのは、Ｂさんが亡くなったことを知った２月と

なり、現在（６月）では、３か月が経過してしまっていることになります。 

しかし、亡くなった人に財産や債務が全くないと思っていた場合には、財産や債務がある

ことがわかった時から３か月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる場合もあります。 

亡くなったＢさんと絶縁状態にあったＡさんは、債務を知った時（債権者からの手紙を受

け取った時）から３か月以内に手続きをすれば相続放棄ができる可能性がありますので、速

やかに法律相談をご利用されるようご案内しました。 

 “こんなとき、どうしたらいいんだろう”と思われましたら、お気軽にご相談ください。               

＜このお話は実例を参考にしたフィクションです。＞ 

 

■ホットラインご利用のご案内■ 
当事務所では常勤弁護士が福祉
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１電話

情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み２がありました

ら、ぜひご利用ください（ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただ

く必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください）。 

 

 ご利用時間帯  平日 10:00～17:00 

 お問合せ先電話番号 ０５０－３３８３－０２０２ 

 よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃

      貸借トラブル、消費者被害、法テラス利用方法など３ 

 
１ ご本人（被支援者様）からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。

お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/をご参照く

ださい。 
２ 最終的にはご本人のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援者様や支援者

様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。 
３ ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。 
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